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記載例②：専従者 月 10 万円、年間 120 万円 扶養なし 

定額減税額は１人（本人）×30,000 円＝30,000 円 

 

 

 
  源泉徴収時所得税減税控除済額 ８５００円   控除外額 21,500 円 

1,200,000          0 

1,200,000          0 

 

 

650,000 

 

 

650,000 

 

 

480,000 

 

 

480,000 

 

 

170,000 

 

 

8,500 

 

 

30,000 

 

 

8,500 

 

 
21,500 

 

 

年調所得税額はこちらに記載 

控除外額はこちらに記載 

※ 年末調整でお渡しする書類 
令和 6年分 源泉徴収票（従業員へお渡しください） 
令和６年分 給与支払報告書（市区町村へ送付） 
令和 6年分 源泉徴収簿（事業主が保管） 
令和 6年分 給与所得者の保険料控除申告書（事業主が保管） 
令和６年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除申告書 兼 年末調整に

係る定額減税のための申告書　兼 所得金額調整控除申告書（事業主が保管） 
令和 7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書（事業主が保管） 

 

納税額の計算が終わりましたら、所轄税務署から送付された納付書で納税をして下さい。 

納税額が 0 円でも納付書の提出か e-Tax での送信が必要です。 

￥0 

 

 

 
納税がない場合でも ￥0

とご記入ください。 
（￥マークを付けて下さい） 

06 07 

06 12 

06 

記載例①②の場合 

06 0701  1231   6                     0 

 

0 

 

 

0 

 

 

※記載例①②ともに納税額がないため 

合計額は￥0 とご記入頂きます。 

給与支払額を記入 


